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（趣旨） 

第１条 この規則は、独立行政法人大学入試センター非常勤職員就業規則（平成18年規則第23号）

第46条の規定により、独立行政法人大学入試センターに勤務する非常勤職員の介護休業等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（法令との関係） 

第２条 非常勤職員の介護休業等に関しては、この規則に定めるもののほか、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号)及びその他の法令

に定めるところによる。 

（介護休業） 

第３条 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から６か月を経過する日後までの間に

その雇用期間（雇用期間が更新される場合にあっては、更新後の雇用期間）が満了することが明

らかでない非常勤職員は、負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により２週間以上

の期間にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するため、対象家族の各々が介護を必要と

する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して93日の期間内において、介護休業をすることが

できる。 

２ 前項に規定する「対象家族」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

一 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。以下同じ｡）、父母、

子（非常勤職員と法律上の親子関係がある子をいい、養子を含む。以下同じ。）、祖父母、孫、

兄弟姉妹及び配偶者の父母 

二 職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子 

（適用除外） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前条の規定にかかわらず、介護休業をすることが

できない。 

一 既に介護休業をしたことがある職員（当該介護休業に係る対象家族が当該介護休業を開始し

た日から引き続き要介護状態にある場合には、当該対象家族については介護休業をすることが

できない。ただし、厚生労働省令で定める特別な事情がある場合は除く。） 

二 当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始した日から介護休業を終了した

日までとし、２回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開

始した日から当該介護休業を終了した日までの日数）が93日に達している職員 

三 職員の過半数を代表する者との書面による協定の定めるところにより除外された次の職員  



イ 引き続き雇用された期間が１年に満たない職員 

ロ 当該申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 

ハ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

（職員介護休業等規則の規定の準用） 

第５条 独立行政法人大学入試センター職員介護休業等規則（平成18年規則第18号。以下「職員介

護休業等規則」という。）第５条から第25条まで（第13条第２項及び第21条を除く｡）の規定は、

非常勤職員の介護休業等について準用する。この場合において、第10条第１項中「186日」とあ

るのは「93日」と読み替えるものとする。 

２ 独立行政法人大学入試センター非常勤職員育児休業等規則（平成18年規則第25号）第19条の規

定は前項の規定において準用する職員介護休業等規則第16条の規定による介護部分休業について、

同規則第24条第１項の規定は前項の規定において準用する職員介護休業等規則第22条の規定によ

る時間外勤務の制限についてそれぞれ準用する。この場合において、同規則第19条中「育児部分

休業」とあるのは「介護部分休業」と、同規則第24条第１項中「小学校就学の始期に達するまで

の子を養育する非常勤職員が当該子を養育するために」とあるのは「対象家族を介護する非常勤

職員が当該対象家族を介護するために」と読み替えるものとする。 

（介護休業等をしている非常勤職員の給与の取扱い） 

第６条 介護休業又は介護部分休業をしている非常勤職員には、その期間中又はその勤務しない時

間の給与は支給しない。 

（相談窓口の整備） 

第７条 非常勤職員から介護休業等に関する相談を受け付ける窓口を総務課に置く。 

２ 窓口の利用方法は、電話、電子メール、書面及び面会とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（平成３年法律第76号）及びその他の法令の規定により介護休業を承認され、当該

介護休業の期間の末日がこの規則の施行の日以後とされていた者については、この規則の施行の

日において、この規則による介護休業とするものとする。この場合の介護休業の期間は、旧法令

の規定による介護休業期間の残存期間と同一の期間とする。 

附 則（平成28年12月27日） 

この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日） 
この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月28日） 
この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
 

 


